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児童生徒によるスマートフォン・携帯ゲーム機等の利用について 

 

 

 

 平素より本市の教育にご理解・ご協力いただき、まことにありがとうございます。 

 さて、最近、海外に限らず国内でも、子どもたちが移動しながらスマートフォンアプリ

を操作し、交通事故等に遭うという事案が多く生起し、大きな問題となっております。 

 ご家庭においても、日頃より、スマートフォンや携帯電話、携帯ゲーム機の利用につい

て、お子さまと話し合う機会をお持ちいただいていると存じますが、夏休みに入ったこの

時期に、特に安全面に配慮し、再度、利用の仕方について、お子さまと話し合ったり、ル

ールを確認していただきますようお願いいたします。 
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【 参考ＵＲＬ内閣サイバーネット http://www.nisc.go.jp/  】 
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